
少 人 数 学 級 推 進 等 の 定 数 改 善 と 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制  

度 の 国 負 担 ２ 分 の １ 復 元 を 求 め る 意 見 書  

 

小 学 校 の 学 級 規 模 に つ い て は 、 １ 年 生 、 ２ 年 生 は ３ ５ 人 以 下 が 実

施 さ れ て い る が 、 ３ 年 生 以 降 の 予 算 措 置 は さ れ て い な い 。  

現 在 、 新 し い 学 習 指 導 要 領 に よ る 授 業 時 数 ・ 指 導 内 容 の 増 加 に 加

え 、 日 本 語 指 導 な ど を 必 要 と す る 子 供 た ち や 障 害 の あ る 子 供 た ち へ

の 対 応 、 い じ め 、 不 登 校 等 の 深 刻 化 な ど が 課 題 と な っ て い る 。  

こ れ ら の 解 決 に は 、 一 人 一 人 の 子 供 に 対 す る き め 細 か な 対 応 や 、

少 人 数 学 級 の 推 進 等 、 計 画 的 な 教 職 員 定 数 の 改 善 が 必 要 で あ る 。  

ま た 、 文 部 科 学 省 が 実 施 し た 意 見 募 集 で は 、 約 ６ 割 が 小 中 高 校 の

望 ま し い 学 級 規 模 と し て ２ ６ 人 か ら ３ ０ 人 を 挙 げ て い る 。  

三 位 一 体 改 革 に よ り 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 国 の 負 担 割 合 が ２

分 の １ か ら ３ 分 の １ に 引 き 下 げ ら れ た 結 果 、 自 治 体 の 財 政 を 圧 迫 す

る と と も に 、 非 正 規 教 職 員 の 増 大 な ど 教 育 条 件 の 格 差 も 生 じ て い る 。  

子 供 の 学 ぶ 意 欲 ・ 主 体 的 な 取 り 組 み を 引 き 出 す 教 育 の 役 割 は 重 要

で あ り 、 そ の た め の 条 件 整 備 が 不 可 欠 で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お い て は 、 ２ ０ １ ５ 年 度 予 算 編 成 に お い て 、 次 の 措

置 を 講 ず る よ う 強 く 要 望 す る 。  

１  豊 か な 教 育 環 境 を 整 備 す る た め 少 人 数 学 級 を 推 進 し 、 学 級 規 模

を ３ ５ 人 以 下 と す る こ と 。  

２  教 育 の 機 会 均 等 と 水 準 の 維 持 向 上 を 図 る た め 、 義 務 教 育 費 国 庫

負 担 制 度 を 堅 持 し 、 国 負 担 割 合 を ２ 分 の １ に 復 元 す る こ と 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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